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〈公
こうきょうりょうきん
共料金〉

テレビ受
じゅしんりょう
信料の減

げんめん
免� �知�精

問合せ先 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128／ FAX（3556）1223

NHK の放
ほうそう

送受
じゅしんりょう

信料の減
げんめん

免が受
う

けられます。

	 	NHK の放
ほうそう
送受
じゅしんりょう
信料の全

ぜんがく
額または半

はんがく
額免
めんじょ
除が受

う
けられます。

	 	●全額免除になる場合
	 　	身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ち

の方がいる世帯で、その世帯構成員全員が住民税非課税の場合
	 ●半額免除になる場合
	 　１．	視覚障害または聴覚障害で、身体障害者手帳をお持ちの方が受信契約

者かつ世帯主の場合
	 　２．	身体障害者手帳１、２級をお持ちの方が受信契約者かつ世帯主の場合
	 　３．	愛の手帳１、2度をお持ちの方が受信契約者かつ世帯主の場合
	 　４．	精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方が受信契約者かつ世帯主の

場合

粗
そだい
大ごみ廃

はいきぶつしょりてすうりょう
棄物処理手数料の免

めんじょ
除

問合せ先
千代田清掃事務所
〒 101-0021　外神田 1-1-6
TEL	03（3251）0566／ FAX（3251）4627

申
しんせい

請により、粗
そ だ い

大ごみの収
しゅうしゅう

集にかかる手
てすうりょう

数料の免
めんじょ

除が受
う

けられます。

	 	粗
そ だ い
大ごみ受

うけつけ
付センター（電

で ん わ
話（6743）0603）で粗

そ だ い
大ごみの申

もう
し込

こ
みと

手
てすうりょう
数料免

めんじょ
除を申

しんこく
告し、受

うけつけ
付センターから郵

ゆうそう
送された手

てすうりょう
数料減

げんめん
免申

しんせいしょ
請書に下

か き
記

対
たいしょう
象欄

らん
（　）の書

しょるい
類を添

てん ぷ
付し、清

せいそう
掃事

じ む し ょ
務所に郵

ゆうそう
送（または持

じさ ん
参）してくだ

さい。
	 申

しんせい
請により、粗

そだい
大ごみ処

しょり
理手
てすうりょう
数料の免

めんじょ
除が受

う
けられます。

	 	生活保護を受給している方（生活保護受給証明書）
	 特別児童扶養手当を受けている方（特別児童扶養受給証明書のコピー）
	 ひとり親世帯等で児童扶養手当を受けている方（児童扶養手当証書のコピー）

身

内 容

対 象

内 容

対 象

⑯�公
こうきょうりょうきん

共料金・税
ぜいきん

金等
とう

の軽
けいげん

減
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郵
ゆうびんりょうきん
便料金の減

げんめん
免� �知

問合せ先
日本郵便（株）お客様サービス相談センター
TEL	0120-23-28-86
平日　午前 8時～午後 9時
土日及び休日　午前 9時～午後 9時

障
しょうがいしゃむ

害者向けの郵
ゆうびん

便料
りょうきん

金の減
げんめん

免が受
う

けられます。

	 	１．	盲
もうじんよう
人用郵

ゆうびんぶつ
便物を無

むりょう
料で送

おく
ることができます。

	 ２．	点
てん じ
字ゆうパック、聴

ちょうかく
覚障
しょうがいしゃよう
害者用ゆうパック、心

しんしん
身障
しょうがいしゃよう
害者用ゆうメールは、

料
りょうきん
金が割

わりびき
引になります。

	 ３．	心
しんしん
身障

しょうがいしゃ
害者団

だんたい
体発

はっこう
行の定

てい き
期刊

かんこうぶつ
行物については、一

いってい
定の承

しょうにん
認条

じょうけん
件を満

み
た

せば第
だい
３種
しゅ
郵
ゆうびんぶつ
便物の承

しょうにん
認が受

う
けられます。

	 ※詳
くわ
しくはお問

と
い合

あ
わせください。

	 	身体・知的障害者とその団体など

青
あお
い鳥
とり
郵
ゆうびんはがき
便葉書の無

むしょうはいふ
償配布� �知

問合せ先
日本郵便（株）お客様サービス相談センター
TEL	0120-23-28-86
平日　午前 8時～午後 9時
土日及び休日　午前 9時～午後 9時

郵
ゆうびん

便はがきが受
う

けとれます。

	 	希
き ぼ う
望される方

かた
は一

ひと り
人につきはがき 20枚

まい
を無
むりょう
料で受

う
けとれます。

	 ※受
うけつけ
付期

きか ん
間等
とう
、詳
しょうさい
細はお問

と
い合

あ
わせください。

	 	身体障害者手帳１・２級、または愛の手帳１・２度の方

身

内 容

対 象

身

内 容

対 象
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携
けいたいでんわりょうきん
帯電話料金の割

わりびき
引� �知�精

身
しんたいしょうがいしゃてちょう

体障害者手帳、療
りょういくてちょう

育手帳または精
せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう

神障害者保健福祉手帳をお持
も

ちの方
かた

は、携
けいたい

帯電
で ん わ

話
料
りょうきん

金の割
わりびき

引が受
う

けられます。詳
くわ

しくは各
かくけいたいでんわがいしゃ

携帯電話会社にお問
と

い合
あ

わせください。

電
でんわばんごうあんない
話番号案内の無

むりょうりよう
料利用� �知�精

問合せ先
NTT 東日本 ふれあい案内担当
TEL 0120	104174
（午前９時～午後５時土日・祝日・年末年始を除く）

無
むりょう

料で電
でんわばんごうあんない

話番号案内が受
う

けられます。

	 	NTT104 番
ばん
の番

ばんごう
号案

あんない
内を利

り よ う
用する際

さい
、あらかじめ登

とうろく
録した電

でんわばんごう
話番号等

とう
と

暗
あんしょう
証番

ばんごう
号を申

もう
し出

で
ることにより無

むりょう
料となります。

	 ※	公
こうしゅう
衆電

でん わ
話からご利

りよう
用の場

ばあい
合も同

どうよう
様です。

	 ※	詳
くわ
しくはお問

と
い合

あ
わせください。

	 	次のいずれかに該当する方
	 　１．	身体障害者手帳をお持ちの方で、視覚障害１～６級、または肢体不自

由（上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障
害）１、２級の方、または聴覚障害２級、３級、４級、６級（１級、
５級はなし）、または音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
３級、４級（１級、２級はなし）の方

	 　２．	愛の手帳をお持ちの方
	 　３．	精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
	 　４．	戦傷病者手帳をお持ちの方で、視覚障害の特別項症～第６項症または

肢体不自由（上肢）の特別項症～第２項症、または聴覚障がいの第２
項症、第４項症、または音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障
がいの第１項症、第２項症、第４項症の方

身

身

内 容

対 象
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〈税
ぜい
　金
きん
〉

所
しょとくぜい
得税・住

じゅうみんぜい
民税の障

しょうがいしゃこうじょ
害者控除� �知�精

問合せ先

税務課 課税係　住民税に関すること
TEL（5211）4191～ 2／ FAX（3264）4085
E メール　zeimu@city.chiyoda.lg.jp
麹町税務署　所得税に関すること
〒 102-8311　九段南 1-1-15　九段第 2合同庁舎
TEL（3221）6011
神田税務署
〒 101-8464　神田錦町 3-3
TEL（4574）5596

所
しょとくぜい

得税・住
じゅうみんぜい

民税の障
しょうがいしゃ

害者控
こうじょ

除が受
う

けられます。

	 ●障
しょうがいしゃ
害者控

こうじょ
除（本

ほんにん
人、同

どういつ
一生

せいけい
計配
はいぐうしゃ
偶者、扶

ふよう
養親
しんぞく
族）

	 　所
しょとくぜい
得税：27万

まんえん
円　　住

じゅうみんぜい
民税：26万

まんえん
円

	 ●特
とくべつ
別障
しょうがいしゃ
害者控

こうじょ
除（本

ほんにん
人、同

どういつ
一生
せいけい
計配
はいぐうしゃ
偶者、扶

ふよう
養親
しんぞく
族）

	 　所
しょとくぜい
得税：40万

まんえん
円　　住

じゅうみんぜい
民税：30万

まんえん
円

	 ●	同
どうきょ
居特

とくべつ
別障

しょうがいしゃ
害者控

こうじょ
除（特

とくべつ
別障

しょうがいしゃ
害者である同

どういつ
一生

せいけい
計配

はいぐうしゃ
偶者または扶

ふよ う
養親

しんぞく
族

と同
どうきょ
居している場

ばあい
合）

	 　所
しょとくぜい
得税：75万

まんえん
円

	 　住
じゅうみんぜい
民税：53万

まんえん
円

	 ※	詳
くわ
しくは　住

じゅうみんぜい
民税は税

ぜ い む か
務課へ、所

しょとくぜい
得税は各

かくぜいむ
税務署

しょ
へお問

と
い合

あ
わせください。

	 本人または同一生計配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当する方
	 　１．身体障害者手帳の１～６級（１・２級は特別障害者）
	 　２．愛の手帳１～４度（１・２度は特別障害者）
	 　３．精神障害者保健福祉手帳１～３級（１級は特別障害者）
	 　４．	戦傷病者手帳の特別項症～第 6	項症及び第１款症～第５款症（特別

項症～第３項症は特別障害者）
	 　５．原子爆弾被爆者の認定を受けている方（特別障害者）

住
じゅうみんぜい
民税の非

ひ か ぜ い
課税� �知�精

問合せ先
税務課 課税係
TEL（5211）4191～ 2／ FAX（3264）4085
E メール　zeimu@city.chiyoda.lg.jp

本
ほんにん

人の合
ごうけい

計所
しょとく

得が年
ねんかん

間 135 万
まんえん

円以
い か

下の場
ば あ い

合は住
じゅうみんぜい

民税が非
ひ か ぜ い

課税になります。

	 	住
じゅうみんぜい
民税が非

ひ か ぜ い
課税となります。

	 ※詳
くわ
しくはお問

と
い合

あ
わせください。

	 次のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が 135万円以下の方
	 　１．身体障害者手帳の１～６級
	 　２．愛の手帳１～４度
	 　３．精神障害者保健福祉手帳１～３級
	 　４．戦傷病者手帳の特別項症～第６項症及び第１款症～第５款症
	 　５．原子爆弾被爆者の認定を受けている方

身

内 容

対 象

身

内 容

対 象
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�自
じどうしゃぜい
動車税環

かんきょうせいのうわり
境性能割・自

じどうしゃぜい
動車税種

しゅべつわり
別割・軽

けいじどうしゃぜいかんきょう
自動車税環境

性
せいのうわり
能割・軽

けいじどうしゃぜい
自動車税種

しゅべつわり
別割の減

げんめん
免� 身�知�精

問合せ先

東京都自動車税コールセンター
（自動車税環境性能割・自動車税種別割・軽自動車税環境性能割に関すること）
TEL（3525）4066
東京都主税局　http://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/
税務課 納税促進係（軽自動車税種別割に関すること）
TEL（5211）4193／ FAX（3264）4085
E メール　zeimu@city.chiyoda.lg.jp

心
しんしん

身に障
しょうがい

害のある方
かた

が所
しょゆう

有する車
しゃりょう

両の自
じ ど う

動車
しゃぜい

税種
しゅべつわり

別割等
とう

は減
げんめん

免が受
う

けられます。

	 	●対
たいしょう
象及

およ
び減
げんめん
免の内

ないよう
容

	 　１．	次
つぎ
の（１）～（３）に該

がいとう
当する心

しんしん
身障

しょうがいしゃ
害者、知

ちてき
的障

しょうがいしゃ
害者またはその方

かた

と生
せいけい
計を一

いち
にする方

かた
が所

しょゆう
有し、心

しんしん
身障

しょうがいしゃ
害者・知

ちてき
的障

しょうがいしゃ
害者のために使

しよう
用

する自
じどうしゃ
動車について減

げんめん
免されます。

	 　　　（１）	身
しんたい
体障

しょうがいしゃ
害者手

てちょう
帳または戦

せんしょう
傷病

びょうしゃ
者手

てちょう
帳をお持

も
ちの方

かた
で（※）

別
べっぴょう
表に該

がいとう
当する方

かた

	 　　　（２）愛
あい
の手
てちょう
帳１～３度

ど
の方
かた

	 　　　（３）	精
せいしん
神障

しょうがいしゃ
害者保

ほけ ん
健福

ふ く し
祉手

てちょう
帳１級

きゅう
の方

かた
（精

せいしん
神通

つういん
院医

いりょう
療に係

かかわ
る自

じ り つ
立

支
しえ ん
援医

いりょう
療受
じゅきゅうしゃ
給者に限

かぎ
る）

	 　２．	身
しんたい
体障

しょうがいしゃ
害者などの利

りよう
用に合

あ
わせた構

こうぞう
造を持

も
った自

じどうしゃ
動車について減

げんめん
免さ

れます。
	 　　　（１）	車

しゃ
検
けんしょう
証の車

しゃたい
体の形

けいじょう
状が「車

くるま
いす移

いどうしゃ
動車」、「身

しんたい
体障

しょうがいしゃ
害者輸

ゆそうしゃ
送車」

または「入
にゅうよくしゃ
浴車」で、現

げん
に当

とうがい
該自

じどうしゃ
動車の使

しよ う
用の目

もくてき
的のために供

きょう

されている自
じどうしゃ
動車は、自

じどうしゃ
動車税

ぜい
環
かんきょうせいのうわり
境性能割、自

じど う
動車

しゃぜい
税種

しゅべつわり
別割、

軽
けいじどうしゃ
自動車税

ぜい
環
かんきょうせいのうわり
境性能割、軽

けいじどうしゃ
自動車税

ぜい
種
しゅべつわり
別割が減

げんめん
免されます。

	 　　　（２）	（１）と同
おな
じ装

そう ち
置を取

と
り付

つ
けた自

じどうしゃ
動車で、構

こうぞうじょう
造上障

しょうがいしゃ
害者以

いが い
外の

方
かた
も利

りよ う
用できる自

じどうしゃ
動車について自

じどうしゃ
動車税

ぜい
環
かんきょうせいのうわり
境性能割、軽

けいじどうしゃ
自動車

税
ぜい
環
かんきょうせいのうわり
境性能割の一

いちぶ
部が減

げんめん
免されます。

	 ●申
しんせい
請期

きげ ん
限

	 　	新
しん き
規取
しゅとく
得の自

じどう
動車
しゃぜい
税環

かんきょうせいのうわり
境性能割、自

じどう
動車
しゃぜい
税種
しゅべつわり
別割、軽

けいじどう
自動車

しゃぜい
税環

かんきょうせいのうわり
境性能割

は登
とうろく
録の日

ひ
から１ヶ月

かげつ
以
いな い
内、その他

た
の自

じど う
動車

しゃぜい
税種

しゅべつわり
別割は納

のうぜい
税通

つうちしょ
知書に記

きさい
載

された納
のう
期
き げ ん
限まで。ただし、軽

けいじどう
自動車

しゃぜい
税種

しゅべつわり
別割は納

のう
期
き げ ん
限の７日

かま え
前までに

申
しんせい
請してください。

	 　提
ていしゅつ
出書
しょるい
類等

とう
については、各

かくたんとう
担当窓

まどぐち
口にお問

と
い合

あ
わせください。

対 象・内 容
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（※）別表
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳

下肢不自由 １級～６級 特別項症～第６項症	
第１款症～第３款症

体幹不自由 １級～３級、５級 特別項症～第６項症	
第１款症～第３款症

上肢不自由 １級、２級 特別項症～第３項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変
による運動機能障害

上肢機能 １級、２級 ──
移動機能 １級～６級 ──

視覚障害 １～３級、４級の１ 特別項症～第４項症
聴覚障害 ２級、３級 特別項症～第４項症
平衡機能障害 ３級、５級 特別項症～第４項症

音声機能または言語機能障害 ３級（こう頭摘出に係る
もの）

特別項症～第２項症
（こう頭摘出に係る
もの）

心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能
障害・ぼうこうまたは直腸機能障害・小腸機
能障害

１級、３級、４級 特別項症～第３項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

１級～４級（自動車税環
境性能割、自動車税種別
割、軽自動車税環境性能
割については、1級～ 3
級）

──

肝臓機能障害 １級～４級 特別項症～第３項症

個
こじんじぎょうぜい
人事業税の減

げんめん
免

問合せ先
千代田都税事務所 事業税課 個人事業税班
〒 101-8520　内神田 2-1-12
TEL（3252）7144（直通）

個
こ じ ん

人事
じぎょうぜい

業税の一
い ち ぶ

部の減
げんめん

免が受
う

けられます。

	 	障害者または障害者である扶養親族等を有する方
	 	合計所得金額（事業・不動産所得の他に給与・雑・分離所得等各種所得金額

の合計金額［青色申告特別控除前］）が 370万円以下
	 	障害者の方 1人につき 5千円
	 特別障害者の方 1人につき 1万円
＊お問い合わせは、千代田都税事務所	事業税課個人事業税班までお願いいたします。
＊個人事業税の各納期限までに申請する必要があります。

対 象

要 件

減 免 額



公
共
料
金
・
税
金
等
の
軽
減

132

所
しょとくぜいとう
得税等の軽

けいげん
減� �知�精

問合せ先

麹町税務署
〒 102-8311　九段南 1-1-15　九段第 2合同庁舎
TEL（3221）6011（大代表）
神田税務署
〒 101-8464　神田錦町 3-3
TEL（4574）5596

	 ●	ストマ用
ようそうぐ
装具、おむつ代

だい
が医

いりょうひこうじょ
療費控除の対

たいしょう
象になる場

ばあい
合があります。

	 ●	身
しんたいしょうがいしゃてちょう
体障害者手帳、愛

あい
の手

てちょう
帳または精

せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう
神障害者保健福祉手帳をお持

も
ちの方

かた

は、相
そうぞくぜい
続税、贈

ぞうよぜい
与税の軽

けいげん
減が受

う
けられる場

ばあい
合があります。

	 ※	詳
くわ
しくは税

ぜいむしょ
務署へお問

と
い合

あ
わせください。

関
かんぜい
税の免

めんじょ
除

問合せ先
東京税関 業務部 税関相談官室
〒 135-8615　江東区青海 2-7-11　東京港湾合同庁舎３階
TEL（3529）0700
E メール　tyo-gyomu-sodankan@customs.	go.jp

関
かんぜい

税の免
めんじょ

除が受
う

けられます。

	 	下
か き
記物

ぶっぴん
品を輸

ゆにゅう
入する場

ばあい
合、輸

ゆにゅう
入申

しんこく
告の際

さい
に必

ひつよう
要な手

てつ づ
続きを行

おこな
う事

こと
により、関

かん

税
ぜい
が免
めんじょ
除される場

ばあい
合があります。

	 ※詳
くわ
しくは東

とうきょう
京税
ぜいかん
関業

ぎょうむぶ
務部税

ぜいかん
関相
そうだんかんしつ
談官室にお問

と
い合

あ
わせください。

	 次のいずれかに該当するもの
	 　１．	海外から輸入される身体障害者用に特に製作された器具その他これに

類する物品で政令で定めるもの
	 　２．	慈善または救じゅつのために寄贈された給与品
	 　３．	社会福祉施設に寄贈された給与品以外のもののうちこれらの施設にお

いて直接社会福祉の用に供するものと認められるもの（２．及び３．
は輸入の許可の日から２年以内に別の用途に供されないもの）

マル優
ゆうせいどとう
制度等の利

り し ひ か ぜ い
子非課税� �知�精

身
しんたいしょうがいしゃてちょう

体障害者手帳、愛
あい

の手
てちょう

帳または精
せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう

神障害者保健福祉手帳をお持
も

ちの方
かた

は、預
よ き ん

金など
の利

り し
子が非

ひ か ぜ い
課税になります。※詳

くわ
しくは各

かくきんゆうきかん
金融機関にお問

と
い合

あ
わせください。

身

内 容

内 容

対 象

身


